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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つのプロセッサ及び一つのストレージシステムを含むデータ管理システム
におけるデータメンテナンス方法であって、
　テーブルを格納するストレージシステムにアクセスすることであって、前記テーブルは
、一つ以上のレコードを含み、各レコードは、データを含む少なくとも一つのフィールド
を含み、前記ストレージシステムは、前記テーブルに関連付けられた一つ以上の記述子も
格納し、前記記述子の少なくともいくつかは、それぞれ、一つのレコードに対する一つの
データソースを特定するデータを含み、前記記述子の少なくともいくつかは、それぞれ、
前記一つのレコードの一つ以上のフィールドのそれぞれに対する一つのデータソースを特
定するデータを含む、ストレージシステムにアクセスすること；及び、
　前記記述子に従って、かつ、データの一つ以上のソース要素を提供する第１のデータソ
ースの身元に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のデータソースからの前記データの
ソース要素の受信に応じて、前記テーブルの前記レコードの一つにおける少なくとも一つ
のフィールドの変更が許可されているか否かを判別すること；
　を含む方法。
【請求項２】
　さらに、少なくとも一つの記述子に従って、前記ストレージシステム内のレコードのフ
ィールドにおけるデータを置換するために前記ソース要素のいずれかが使用されるべきか
否かを判別することを含む請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　さらに、少なくとも一つの記述子に従って、対応するソース要素が削除されていること
に応答して前記ストレージシステム内のレコードのフィールドにおけるデータが削除され
るべきか否かを判別することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　さらに、前記第１のデータソースによって提供される前記ソース要素と異なる一つ以上
のデータのソース要素を提供する第２のデータソースにアクセスすることを含む請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のデータソースは前記レコードに対する前記データソースであり、前記第２の
データソースは前記レコードの前記フィールドの少なくとも一つにおけるデータに対する
前記データソースである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記記述子の少なくとも一つは一つのレコードに対する一つのデータソースを特定し、
前記記述子の少なくとも他の一つは前記レコードのフィールドにおけるデータに対する他
の一つのデータソースを特定する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記判別することはユーザ入力を必要とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のデータソースは、ユーザの直接入力を受け取るユーザインターフェースを含
む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　記述子は所与のレコードの変更を制御するレコード所有者を特定する請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記レコード所有者は前記所与のレコードの削除を制御する請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記レコード所有者は前記所与のレコードを生成した請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　記述子は所与のレコードの所与のフィールドに格納されたデータの変更を制御するフィ
ールド所有者を特定する請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記フィールド所有者は前記所与のフィールド内に格納されたデータの更新を制御する
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　さらに、ユーザインターフェースをユーザに提供し且つ前記ユーザから前記ストレージ
システムのデータに関係する決定を受け取ることを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　データをメンテナンスするシステムであって、
　テーブルを格納するストレージシステムであって、前記テーブルは、一つ以上のレコー
ドを含み、各レコードは、データを含む少なくとも一つのフィールドを含み、前記ストレ
ージシステムは、前記テーブルに関連付けられた一つ以上の記述子も格納し、前記記述子
の少なくともいくつかは、それぞれ、一つのレコードに対する一つのデータソースを特定
するデータを含み、前記記述子の少なくともいくつかは、それぞれ、前記一つのレコード
の一つ以上のフィールドのそれぞれに対する一つのデータソースを特定するデータを含む
、ストレージシステム；
　データの一つ以上のソース要素を提供する第１のデータソース；及び、
　前記記述子に従って、かつ、データの一つ以上のソース要素を提供する第１のデータソ
ースの身元に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のデータソースからの前記データの
ソース要素の受信に応じて、前記テーブルの前記レコードの一つにおける少なくとも一つ
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のフィールドの変更が許可されているか否かを判別するように構成されたデータマネージ
ャ；
　を含むシステム。
【請求項１６】
　前記データマネージャは、さらに、少なくとも一つの記述子に従って、前記ソース要素
のいずれかが前記ストレージシステム内のレコードのフィールドにおけるデータを置換す
るために使用されるべきであるか否かを判別するように構成されている、請求項１５に記
載のシステム。
【請求項１７】
　前記データマネージャは、さらに、少なくとも一つの記述子に従って、前記ストレージ
システム内のレコードのフィールドにおけるデータが、対応するソース要素が削除されて
いることに応答して、削除されるべきか否かを判別するように構成されている、請求項１
５に記載のシステム。
【請求項１８】
　さらに、前記第１のデータソースによって提供される前記ソース要素と異なるデータの
一つ以上のソース要素を提供する第２のデータソースを含む請求項１５に記載のシステム
。
【請求項１９】
　前記第１のデータソースは前記レコードに対する前記データソースであり、前記第２の
データソースは前記レコードの前記フィールドの少なくとも一つにおけるデータに対する
前記データソースである請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記記述子の少なくとも一つは一つのレコードに対する一つのデータソースを特定し、
前記記述子の少なくとも他の一つは前記レコードのフィールドにおけるデータに対する他
の一つのデータソースを特定する請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記判別することはユーザ入力を必要とする請求項１５に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記第１のデータソースはユーザの直接入力を受け取るユーザインターフェースを含む
請求項１５に記載のシステム。
【請求項２３】
　記述子は所与のレコードの変更を制御するレコード所有者を特定する請求項１５に記載
のシステム。
【請求項２４】
　前記レコード所有者は前記所与のレコードの削除を制御する請求項２３に記載のシステ
ム。
【請求項２５】
　前記レコード所有者は前記所与のレコードを生成した請求項２３に記載のシステム。
【請求項２６】
　記述子は所与のレコードの所与のフィールドに格納されたデータの変更を制御するフィ
ールド所有者を特定する請求項１５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記フィールド所有者は前記所与のフィールド内に格納された前記データの更新を制御
する請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　さらに、前記ストレージシステムのデータに関係するユーザの決定を前記データマネー
ジャに提供するユーザインターフェースを含む請求項１５に記載のシステム。
【請求項２９】
　データ管理システムにおいてデータのメンテナンスを行うシステムであって、
　テーブルを格納するストレージシステムにアクセスする手段であって、前記テーブルは



(4) JP 5587905 B2 2014.9.10

10

20

30

40

50

、一つ以上のレコードを含み、各レコードは、データを含む少なくとも一つのフィールド
を含み、前記ストレージシステムは、前記テーブルに関連付けられた一つ以上の記述子も
格納し、前記記述子の少なくともいくつかは、それぞれ、一つのレコードに対する一つの
データソースを特定するデータを含み、前記記述子の少なくともいくつかは、それぞれ、
前記一つのレコードの一つ以上のフィールドのそれぞれに対する一つのデータソースを特
定するデータを含む、ストレージシステムにアクセスする手段；及び、
　前記記述子に従って、かつ、データの一つ以上のソース要素を提供する第１のデータソ
ースの身元に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のデータソースからの前記データの
ソース要素の受信に応じて、前記テーブルの前記レコードの一つにおける少なくとも一つ
のフィールドの変更が許可されているか否かを判別する手段；
　を含むシステム。
【請求項３０】
　データ管理システムにおけるデータのメンテナンスを行うコンピュータプログラムを格
納するコンピュータ読み出し可能媒体であって、前記コンピュータプログラムはコンピュ
ータに、
　テーブルを格納するストレージシステムにアクセスすることであって、前記テーブルは
、一つ以上のレコードを含み、各レコードは、データを含む少なくとも一つのフィールド
を含み、前記ストレージシステムは、前記テーブルに関連付けられた一つ以上の記述子も
格納し、前記記述子の少なくともいくつかは、それぞれ、一つのレコードに対する一つの
データソースを特定するデータを含み、前記記述子の少なくともいくつかは、それぞれ、
前記一つのレコードの一つ以上のフィールドのそれぞれに対する一つのデータソースを特
定するデータを含む、ストレージシステムにアクセスすること；及び、
　前記記述子に従って、かつ、データの一つ以上のソース要素を提供する第１のデータソ
ースの身元に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のデータソースからの前記データの
ソース要素の受信に応じて、前記テーブルの前記レコードの一つにおける少なくとも一つ
のフィールドの変更が許可されているか否かを判別すること；
　を実行させるための命令を含むコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項３１】
　さらに、少なくとも一つの記述子に従って、前記ストレージシステム内のレコードのフ
ィールドにおけるデータを置換するために前記ソース要素のいずれかが使用されるべきか
否かを判別する手段を含む請求項２９に記載のシステム。
【請求項３２】
　さらに、少なくとも一つの記述子に従って、対応するソース要素が削除されていること
に応答して前記ストレージシステム内のレコードのフィールドにおけるデータが削除され
るべきか否かを判別する手段を含む請求項２９に記載のシステム。
【請求項３３】
　さらに、前記第１のデータソースによって提供される前記ソース要素と異なる一つ以上
のデータのソース要素を提供する第２のデータソースにアクセスする手段を含む請求項２
９に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記第１のデータソースは前記レコードに対する前記データソースであり、前記第２の
データソースは前記レコードの前記フィールドの少なくとも一つにおけるデータに対する
前記データソースである、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記記述子の少なくとも一つは一つのレコードに対する一つのデータソースを特定し、
前記記述子の少なくとも他の一つは前記レコードのフィールドにおけるデータに対する他
の一つのデータソースを特定する請求項２９に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記判別することはユーザ入力を必要とする請求項２９に記載のシステム。
【請求項３７】
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　前記第１のデータソースは、ユーザの直接入力を受け取るユーザインターフェースを含
む請求項２９に記載のシステム。
【請求項３８】
　記述子は所与のレコードの変更を制御するレコード所有者を特定する請求項２９に記載
のシステム。
【請求項３９】
　前記レコード所有者は前記所与のレコードの削除を制御する請求項３８に記載のシステ
ム。
【請求項４０】
　前記レコード所有者は前記所与のレコードを生成した請求項３８に記載のシステム。
【請求項４１】
　記述子は所与のレコードの所与のフィールドに格納されたデータ要素の変更を制御する
フィールド所有者を特定する請求項２９に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記フィールド所有者は前記所与のフィールド内に格納されたデータ要素の更新を制御
する請求項４１に記載のシステム。
【請求項４３】
　さらに、ユーザインターフェースをユーザに提供し且つ前記ユーザから前記ストレージ
システムのデータ要素に関係する決定を受け取る手段を含む請求項２９に記載のシステム
。
【請求項４４】
　さらに、コンピュータに、少なくとも一つの記述子に従って、前記ストレージシステム
内のレコードのフィールドにおけるデータを置換するために前記ソース要素のいずれかが
使用されるべきか否かを判別することを実行させるための命令を含む請求項３０に記載の
コンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項４５】
　さらに、コンピュータに、少なくとも一つの記述子に従って、対応するソース要素が削
除されていることに応答して前記ストレージシステム内のレコードのフィールドにおける
データが削除されるべきか否かを判別することを実行させるための命令を含む請求項３０
に記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項４６】
　さらに、コンピュータに、前記第１のデータソースによって提供される前記ソース要素
と異なる一つ以上のデータのソース要素を提供する第２のデータソースにアクセスするこ
とを実行させるための命令を含む請求項３０に記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項４７】
　前記第１のデータソースは前記レコードに対する前記データソースであり、前記第２の
データソースは前記レコードの前記フィールドの少なくとも一つにおけるデータに対する
前記データソースである、請求項４６に記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項４８】
　前記記述子の少なくとも一つは一つのレコードに対する一つのデータソースを特定し、
前記記述子の少なくとも他の一つは前記レコードのフィールドにおけるデータに対する他
の一つのデータソースを特定する請求項３０に記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項４９】
　前記判別することはユーザ入力を必要とする請求項３０に記載のコンピュータ読み出し
可能媒体。
【請求項５０】
　前記第１のデータソースは、ユーザの直接入力を受け取るユーザインターフェースを含
む請求項３０に記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項５１】
　記述子は所与のレコードの変更を制御するレコード所有者を特定する請求項３０に記載
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のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項５２】
　前記レコード所有者は前記所与のレコードの削除を制御する請求項５１に記載のコンピ
ュータ読み出し可能媒体。
【請求項５３】
　前記レコード所有者は前記所与のレコードを生成した請求項５１に記載のコンピュータ
読み出し可能媒体。
【請求項５４】
　記述子は所与のレコードの所与のフィールドに格納されたデータの変更を制御するフィ
ールド所有者を特定する請求項３０に記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項５５】
　前記フィールド所有者は前記所与のフィールド内に格納されたデータの更新を制御する
請求項５４に記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項５６】
　さらに、ユーザインターフェースをユーザに提供し且つ前記ユーザから前記ストレージ
システムのデータに関係する決定を受け取る命令を含む請求項３０に記載のコンピュータ
読み出し可能媒体。
【請求項５７】
　前記テーブルは、前記一つ以上の記述子を格納する、請求項１に記載の方法。
【請求項５８】
　前記フィールドの変更が許可されているか否かを判別することは、一つ以上の規則を処
理することに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項５９】
　前記テーブルは、前記一つ以上の記述子を格納する、請求項１５に記載のシステム。
【請求項６０】
　前記フィールドの変更が許可されているか否かを判別することは、一つ以上の規則を処
理することに基づく、請求項１５に記載のシステム。
【請求項６１】
　前記テーブルは、前記一つ以上の記述子を格納する、請求項２９に記載のシステム。
【請求項６２】
　前記フィールドの変更が許可されているか否かを判別することは、一つ以上の規則を処
理することに基づく、請求項２９に記載のシステム。
【請求項６３】
　前記テーブルは、前記一つ以上の記述子を格納する、請求項３０に記載のコンピュータ
読み出し可能媒体。
【請求項６４】
　前記フィールドの変更が許可されているか否かを判別することは、一つ以上の規則を処
理することに基づく、請求項３０に記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項６５】
　前記規則の少なくとも一つはユーザ入力なしに自動的に取り扱われる請求項５８に記載
の方法。
【請求項６６】
　さらに、前記規則を含むメンテナンス計画にアクセスすることを含む請求項５８に記載
の方法。
【請求項６７】
　前記メンテナンス計画は、どのソース要素が前記ストレージシステム内のどのフィール
ドに対応するかを示すマッピングを含む請求項６６に記載の方法。
【請求項６８】
　前記規則の少なくとも一つはユーザ入力なしに自動的に取り扱われる請求項６０に記載
のシステム。
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【請求項６９】
　前記データマネージャは前記規則を含むメンテナンス計画に従って作動する請求項６０
に記載のシステム。
【請求項７０】
　前記メンテナンス計画はどのソース要素が前記ストレージシステム内のどのフィールド
に対応するかを示すマッピングを含む請求項６９に記載のシステム。
【請求項７１】
　前記規則の少なくとも一つはレコードのフィールドにおけるデータを第１のフォーマッ
トから第２のフォーマットに変換する請求項５８に記載の方法。
【請求項７２】
　前記規則の少なくとも一つはレコードのフィールドにおけるデータが同フィールドのコ
ンテクストにおいて有効な形式であるか否かを判別する請求項５８に記載の方法。
【請求項７３】
　前記規則の少なくとも一つはフィールドの前記データソースの構成の変更を取り扱う請
求項５８に記載の方法。
【請求項７４】
　前記規則の少なくとも一つはレコードのフィールドにおけるデータを第１のフォーマッ
トから第２のフォーマットに変換する請求項６０に記載のシステム。
【請求項７５】
　前記規則の少なくとも一つはレコードのフィールドにおけるデータが同フィールドのコ
ンテクストにおいて有効な形式であるか否かを判別する請求項６０に記載のシステム。
【請求項７６】
　前記規則の少なくとも一つはフィールドの前記データソースの構成の変更を取り扱う請
求項６０に記載のシステム。
【請求項７７】
　前記規則の少なくとも一つはユーザ入力なしに自動的に取り扱われる請求項６２に記載
のシステム。
【請求項７８】
　前記規則を処理する手段は、前記規則を含むメンテナンス計画に従って作動する請求項
６２に記載のシステム。
【請求項７９】
　前記メンテナンス計画は、どのソース要素が前記ストレージシステム内のどのフィール
ドに対応するかを示すマッピングを含む請求項７８に記載のシステム。
【請求項８０】
　前記規則の少なくとも一つはレコードのフィールドにおけるデータを第１のフォーマッ
トから第２のフォーマットに変換する請求項６２に記載のシステム。
【請求項８１】
　前記規則の少なくとも一つはレコードのフィールドにおけるデータが同フィールドのコ
ンテクストにおいて有効な形式であるか否かを判別する請求項６２に記載のシステム。
【請求項８２】
　前記規則の少なくとも一つはフィールドの前記データソースの構成の変更を取り扱う請
求項６２に記載のシステム。
【請求項８３】
　前記規則の少なくとも一つはユーザ入力なしに自動的に取り扱われる請求項６４に記載
のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項８４】
　さらに、前記規則を含むメンテナンス計画にアクセスする命令を含む請求項６４に記載
のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項８５】
　前記メンテナンス計画は、どのソース要素が前記ストレージシステム内のどのフィール
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ドに対応するかを示すマッピングを含む請求項８４に記載のコンピュータ読み出し可能媒
体。
【請求項８６】
　前記規則の少なくとも一つはレコードのフィールドにおけるデータを第１のフォーマッ
トから第２のフォーマットに変換する請求項６４に記載のコンピュータ読み出し可能媒体
。
【請求項８７】
　前記規則の少なくとも一つはレコードのフィールドにおけるデータが同フィールドのコ
ンテクストにおいて有効な形式であるか否かを判別する請求項６４に記載のコンピュータ
読み出し可能媒体。
【請求項８８】
　前記規則の少なくとも一つはフィールドの前記データソースの構成の変更を取り扱う請
求項６４に記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデータメンテナンスシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデータメンテナンスシステムは多数のソースからデータを受取ることができる。
データメンテナンスシステムは、単純な受動的ストレージ機構として作用するのではなく
、多数のソースからのデータに対する統合整理収納庫（consolidated　repository）をメ
ンテナンスすることが要求され、且つ、システムのユーザに対してデータ全体に対するア
クセスの統一見地及びデータ全体に対する単一のアクセスポイントを提供する。しかしな
がら、多数のデータソースを統合化することは幾つかの課題を呈示する。異なるソースの
それぞれは、データベースのような論理的なデータ収集のセグメント（segments of a lo
gical data
collection）を含むことがあり、或いは新しく更新されたデータ又は期限切れデータのよ
うな同一データの時間的に異なるバージョンを含むことがある。これらのソースのすべて
は、データストレージシステムの構成又はフォーマットとは異なる構成又はフォーマット
でデータを格納する場合がある。
【発明の概要】
【０００３】
＜本願に関連する出願＞
　この出願は、２００８年１２月２日出願の米国特許出願第６１／１１９，１４８号の優
先権を主張するものであり、本願に引用して組み込まれる。
　概して、少なくとも一つのプロセッサ及び一つのストレージシステムを含むデータ管理
システムにおけるデータメンテナンス方法は、データの一つ以上のソース要素を提供する
第１のデータソースをアクセスすること；それぞれが少なくとも一つのデータ要素を含む
データのサブセットであって一つ以上のデータのサブセットを格納する格納システムをア
クセスし、且つ、一つのサブセットに対する一つのデータソースを特定するとともに一つ
以上の前記サブセットのそれぞれに対するデータソースを特定する一つ以上の記述子を格
納すること；及び、前記記述子に従って、前記ストレージシステム内の要素の変更が許可
されているか否かを判別する規則を処理すること；を含む。
【０００４】
　他の概要において、データメンテナンス用システムは、それぞれが少なくとも一つのデ
ータ要素を含むデータのサブセットであって一つ以上のデータのサブセットと、それぞれ
が一つのサブセットに対する一つのデータソースを特定するとともに前記サブセットの一
つ以上の要素に対するデータソースを特定する一つ以上の記述子と、を格納するストレー
ジシステム；データの一つ以上のソース要素を提供する第１のデータソース；及び、記述
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子に従って、前記ストレージシステム内の要素の変更が許可されているか否かを判別する
規則を処理するように構成されたデータマネージャ；を含む。
【０００５】
　他の概要において、データ管理システムにおいてデータメンテナンス用のシステムは、
データの一つ以上のソース要素を提供する第１のデータソースをアクセスする手段；それ
ぞれが少なくとも一つのデータ要素を含むデータのサブセットであって一つ以上のデータ
のサブセットを格納する格納システムをアクセスし、且つ、一つのサブセットに対する一
つのデータソースを特定するとともに一つ以上の前記サブセットのそれぞれの要素に対す
るデータソースを特定する一つ以上の記述子を格納する手段；及び、前記記述子に従って
、前記ストレージシステム内の要素の変更が許可されているか否かを判別する規則を処理
する手段；を含む。
【０００６】
　他の概要において、コンピュータ読み出し可能媒体に格納される、データ管理システム
においてデータのメンテナンスを行うコンピュータプログラムは、コンピュータに、デー
タの一つ以上のソース要素を提供する第１のデータソースをアクセスさせ；それぞれが少
なくとも一つのデータ要素を含むデータのサブセットであって一つ以上のデータのサブセ
ットを格納する格納システムをアクセスさせ、且つ、一つのサブセットに対する一つのデ
ータソースを特定するとともに前記サブセットのそれぞれの要素に対するデータソースを
特定する一つ以上の記述子を格納させ；更に、前記記述子に従って、前記ストレージシス
テム内の要素の変更が許可されているか否かを判別する規則を処理させる；命令を含む。
【０００７】
　複数の実施態様は以下の一つ以上の特徴を含むことができる。
【０００８】
　規則の少なくとも一つは、少なくとも一つの記述子に従って、前記ストレージシステム
内の要素を置換するためにソース要素のいずれかが使用されるべきか否かを判別する。
【０００９】
　規則の少なくとも一つは、少なくとも一つの記述子に従って、前記ストレージシステム
内のある要素に対応するソース要素が削除されていることに応じて同要素が削除されるべ
きか否かを判別する。
【００１０】
　さらに、第１のデータソースによって提供されるソース要素と異なる一つ以上のデータ
のソース要素を提供する第２のデータソースがアクセスされる。
【００１１】
　第１のソースデータは前記サブセットに対する前記データソースであり、第２のデータ
ソースは前記サブセットの少なくとも一つの前記要素に対するデータソースである。
【００１２】
　記述子の少なくとも一つは一つのサブセットに対する一つのデータソースを特定し、記
述子の少なくとも他の一つはそのサブセットの一つの要素に対する他の一つのデータソー
スを特定する。
【００１３】
　前記規則の少なくとも一つはユーザ入力を必要とする。
【００１４】
　前記規則の少なくとも一つはユーザ入力なしに自動的に取扱われる。
【００１５】
　前記規則を含むメンテナンス計画がアクセスされる。
【００１６】
　前記メンテナンス計画はどのソース要素が前記ストレージシステム内のどの要素に対応
するかを示すマッピングを含む。
【００１７】
　前記第１のデータソースはユーザの直接的入力を受け取るユーザインターフェースを含
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む。
【００１８】
　前記データはレコードを含み、その各レコードは多数のフィールド内にてデータ要素を
格納する。
【００１９】
　記述子は所与のレコードの変更を制御するレコード所有者を特定する。
【００２０】
　前記レコード所有者は前記所与のレコードの削除を制御する。
【００２１】
　前記レコード所有者は前記所与のレコードを生成した者である。
【００２２】
　記述子は、所与のレコードの所与のフィールド内に格納されたデータ要素への変更を制
御するフィールド所有者を特定する。
【００２３】
　前記フィールド所有者は前記所与のフィールドに格納された前記データ要素への更新を
制御する。
【００２４】
　ユーザインターフェースは、ユーザに提供され、且つ、そのユーザからの決定であって
前記ストレージシステムのデータ要素に関係する決定、を受け取る。
【００２５】
　実施態様は以下の一つ以上の利点を有する。
【００２６】
　一つのデータメンテナンスシステムは多数のデータソースを取扱うことができる。多数
のデータソースは、統一したデータ収集に寄与するデータに関して潜在的に重複し、且つ
、構造において潜在的に種々の形をとる。前記データメンテナンスシステムは、前記シス
テム内において要素に寄与する前記ソースの追跡を行うことができる。前記システムは、
時間とともに異なるバージョンの要素に寄与する異なる複数のソースを管理する（取り扱
う）ことができる。前記システムは、前記ストレージシステム内の前記要素のバージョン
を修正するのにどのソース内容が用いられるべきかについての決定を行うことができる。
さらに、要素がその権限のあるソースから削除されていれば、そのシステムは、この削除
はデータの実質的変更を表すと決定することができる。
【００２７】
　本発明の他の特徴及び利点は以下の説明及び特許請求の範囲の請求項から明らかになる
。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】データメンテナンスシステムの概観図である。
【図２】データの目的地（デスティネーション）の幾つかのコンテンツを示す線図（ダイ
アグラム、diagram）である。
【図３】データの処理に関係する構成要素の線図である。
【図４】データの処理に関係する構成要素の他の線図である。
【図５】データメンテナンス計画を生成するシステムの線図である。
【図６Ａ】データマネージャの作動のフローチャートである。
【図６Ｂ】データマネージャの一部分の作動のフローチャートである。
【図６Ｃ】データマネージャの他の部分の作動のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　概観
　図１はデータメンテナンスシステム１０の一例のブロック線図（ダイアグラム）であっ
て、システム１０の要素間の相互関係を示す。データマネージャ１００は、データの目的
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地（データデスティネーション）１２０内にロードすべきデータを提供する目的で多数の
入力を受け取る。たとえば、データメンテナンスシステムは、メタデータの収納庫（保管
所、repository）を実現するために用いられることができる。メタデータは、データ処理
システムによって用いられて、種々のデータ処理プログラム、種々のデータソース、及び
、これらのプログラムを用いるソースからのデータの種々の処理結果を記述する。この場
合、データメンテナンスシステムは、種々のソースから情報を抽出してメタデータを形成
することができ、且つ、データ処理システムの統一的ビュー及び種々の操作データ（オペ
レーショナルデータ）の処理の履歴を維持することができる。
【００３０】
　データマネージャ１００への一つの入力はエクストラクタ１０２によって到着する。こ
のエクストラクタは、一つ以上のデータソース１３０、１３０ａ、１３０ｂからデータ１
３２を獲得することができる。エクストラクタは一つ以上のそのようなソースをマネージ
ャ１００に提供する。
【００３１】
　他の入力はデータメンテナンス計画（ｐｌａｎ）１１０である。殆どの場合、各データ
ソース１３０は対応するメンテナンス計画を有する。そのメンテナンス計画はその特定の
ソースについて唯一であってもよく、或いは、幾つかのソースの間で共有されることがで
きる。その計画は、ソースデータ要素のデスティネーションデータ要素へのマッピング１
１２を含む。さらに、その計画は、変換規則１１４、検証（validation）規則１１６、及
び、データの異なる処理の態様を取り扱う配置（disposition）規則１１８を含む。それ
らの規則は、たとえばソースにおける要素値のフォーマット中、一つの要素の一つのソー
スへの追加中、及び、要素のソースからの削除中等の特定のソースの処理中に発生し得る
状況について取り組む（address）。さらに、規則は修正されるソースに依存してデータ
デスティネーションにおける要素の修正を許可又は拒否する。多数のメンテナンス計画１
１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃは、長い時間にわたって多数回使用されることを目的として
永続記憶装置（persistent　storage）１５０の中に配置される。
【００３２】
他の入力はユーザインターフェース１４０によって到着する。幾つかの状況において、マ
ネージャ１００は自立的に機能し、且つ、ユーザインターフェース入力を必要としない。
他の状況において、ユーザ１４２は、たとえば、ボタンをクリックすることによりマネー
ジャ動作を開始する。幾つかの状況において、また、マネージャ１００は、意志決定点を
超えて進行するためにユーザ入力を要求し、或いは、ユーザに提供する情報を有すること
ができる。このような種々の場合において、ユーザインターフェース１４０はユーザ１４
２とマネージャ１００との間の導管（conduit）の機能を果たす。
【００３３】
　他の入力がデータデスティネーション１２０から到着する。データデスティネーション
１２０はデータ構造の所与のタイプに対する所与のフォーマットに従ってデータ要素を格
納する。たとえば、幾つかの実施態様においては、データ要素は多数のフィールドよりな
るレコード１２２に格納された値に対応する。所与のレコード（たとえば、テーブルに格
納されたレコードに対するテーブル中のセルのようなもの）に対する各フィールド値（即
ち、「プロパティ」値）は、関連付けられたフィールド所有者を有することができる。こ
のフィールド所有者は、そのフィールドに格納される要素に対する変更のタイプを決定す
るデータソースを特定する。たとえば、フィールド所有者からのデータは、そのフィール
ドに格納された要素を変更或いは削除する際に用いられることが許容される。さらに、各
レコード（たとえば、テーブルに格納されたレコードに対するテーブル中の行）は、その
レコードに対する変更のタイプを決定するデータソースを識別するレコード所有者であっ
て関連付けられたレコード所有者を有することができる。たとえば、レコードのレコード
所有者はそのレコードを生成するデータソースであり得、フィールドのフィールド所有者
はそのフィールドに対する初期値を供給したデータソースであり得る。レコード所有者は
レコード及びそれに関連するフィールドの削除を制御することができる。この例では、レ
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コードがレコード所有者として特定されたデータソースから削除されると、それに対応す
るレコードがデータデスティネーションから削除され得るか、さもなければ、レコード所
有者はいつレコードを削除することを許されるかを決定できる。同様に、フィールド所有
者はフィールド中の値の更新を制御することができる。幾つかの実施形態において、デー
タ要素は、バージョン化データオブジェクト（たとえば、そこにおいて、データオブジェ
クトは、データオブジェクトの異なるバージョンを表わす多数のレコードに対応する。）
内に格納されたデータに対応する。一旦、マネージャ１００がデータデスティネーション
１２０内のどの要素が修正のためにアクセスされるべきかを特定すると、マネージャ１０
０は、各レコードのレコード所有者及び（随意的に）各要素のフィールド所有者を入力と
して受け取る。所与のレコードが所与のレコード所有者に関連付けられることができ、且
つ、この所与のレコードの特定のフィールドが所与のフィールド所有者に関連付けられる
ことができるので、この所与のレコードの所与のフィールド内に格納された所与の要素は
レコード所有者として特定された一つのデータソース及びフィールド所有者として特定さ
れた他のデータソースを有する。
【００３４】
　その入力を受け取ると、マネージャ１００はメンテナンス計画１１０をデータソース１
３０から抽出されたデータ１３２に適用する。メンテナンス計画１１０はマッピング１１
２を含み、マッピング１１２は、データソースから到着しているどのデータの要素がデー
タデスティネーション１２０内のどの要素に対応するかを示す。マネージャ１００がどの
データがデータデスティネーション１２０内に置かれるべきかを決定すると、マネージャ
１００は変換規則、検証規則及び配置規則を各要素に適用する。配置規則は各要素のレコ
ード所有者及びフィールド所有者を考慮して適用される。もし要素のソースがその要素の
レコード所有者またはフィールド所有者に対応していなければ、特別の規則が一連の行動
を決定するであろう。たとえば、フィールド所有者が、そのフィールドに変更または更新
を提供しているデータソースと同じデータソースでなければ、配置規則は次に取るべき一
連の行動を指示することができる。
【００３５】
　処理中、マネージャ１００は、出力を状況メッセージの形式でユーザインターフェース
１４０に提供し、且つ、所与のデータ要素の進め方をユーザが決定しなければならないと
場合にはさらに入力を受取ることができる。
【００３６】
　一旦、マネージャ１００が規則をデータ要素に適用すると、マネージャ１００はその要
素をデータデスティネーション１２０内に置くことを目的としてその要素をローダ１０４
に提供する。
【００３７】
　データストレージ（データ格納）
　データは多数のタイプのソースのいずれかからも到着する。しばしば、データは外部ソ
ースから到着する。たとえば、データは外部のデータベースまたはスプレッドシートファ
イル内に格納されている。代替として、データは、データストレージシステム（たとえば
、データデスティネーション１２０を実現するデータストレージシステム）によって提供
されるユーザインターフェースを介してユーザによって手動で入力され得る。データメン
テナンスシステムは、これらの列挙されたものを含む多種多様のタイプのソースから到着
するデータを維持（メンテナンス）することができる。
【００３８】
　データは時間と共に変化する可能性が高い。従って、最新のデータストレージシステム
を維持する（メンテナンス）ことの一部として、このシステムは各対応するソースにおけ
るデータの最新バージョンを用いて定期的に更新される。
【００３９】
　データデスティネーション１２０を実現するデータストレージシステムの一つの例は、
データの集合体をデータベーステーブルの形式にて格納する。図２はデータベーステーブ
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ルの一つの代表例を示す。このシステムは、別々のデータのサブセットに対応するレコー
ド２２２ａ、２２２ｂ、２２２ｃのようなレコードを格納する。さらに、そのレコードは
、データのサブセットの各々の異なる特徴に対応する一つ以上のフィールド２２４ａ、２
２４ｂ、２２４ｃを含む。ストレージシステム内に含まれる一つの集合体におけるレコー
ドの総ては同じソースから来ているかもしれないし、或いは、幾つかのレコードがある一
つのソースから来ており且つ他のレコードは他のソースから来ているかもしれない。同様
に、一つのレコード内のフィールドの総ては同じソースから来ているかもしれないし、或
いは、異なるソースが同じレコードに対する異なるフィールドに寄与しているかもしれな
い。
【００４０】
　多数のデータソースから来ているデータをメンテナンスする機能として、データメンテ
ナンスシステムは各要素のデータソースを特定する。そのシステムは、この情報を用いて
特定のデータソースが所与の要素の変更（たとえば、所与の要素の更新、修正、削除）に
用いられるべきか否かを判定し、或いは、その代わりに、特定のデータソースがこの目的
に不適切であるか否かを判定する。このことは、ユーザインターフェース１４０によるデ
ータの直接的な編集を許可することを含むことができるが、その一方、所有者として特定
されたデータソース（たとえば、そのシステムの外部のデータソースまたはユーザが最終
決定権を持つ権限を有していないデータソース）を有する他のデータ要素に対するユーザ
インターフェースを用いた編集について警告すること又はその編集を禁止することを含む
ことができる。さらに、ユーザが外部にてメンテナンスされたデータを修正することを希
望するのであれば、そのシステムは適切な外部のデータソースへの経路変更要求のために
そのデータソース情報を用いることができる。このソース情報を用いる幾つかの技術は、
所有者形式の記述子のセットをメンテナンスすることを伴う。
【００４１】
　たとえば、幾つかの実施形態において、各フィールドは関連したフィールド所有者２２
６ａ、２２６ｂ、２２６ｃを有する。そのフィールド所有者は、そのフィールド内に格納
された要素を変更または削除する際に使用することが許可されるデータソースを特定する
。幾つかの実施形態において、フィールド所有者は、そのフィールドに格納された要素に
対する変更または更新を支配するデータソースである。たとえば、要素に内在しているデ
ータが変化したかもしれないし、或いは、既に存在していたデータに加えて追加データが
その要素に供給されているかもしれない。さらに、各レコードは関連したレコード所有者
２２８を有する。そのレコード所有者は、そのレコードに対する変更を制御するデータソ
ースを特定する。たとえば、いくつかの実施形態において、レコード所有者は、レコード
が削除されることが許容されるか否かを制御する。所有者情報は、関連したデータレコー
ドと一緒に、ストレージシステム内に格納され得る。マネージャがデータデスティネーシ
ョン内のどの要素が修正のためにアクセスされるべきかを特定すると、そのマネージャは
各要素のレコード所有者及び各要素のフィールド所有者を入力として受け取る。所与のレ
コードの所与のフィールド内に格納された所与の要素は、その所与のフィールドのフィー
ルド所有者及びその所与のレコードの異なるレコード所有者に関連付けられ得る。また、
レコード所有者及びフィールド所有者は同一のデータソースであることもできる。要素は
、不明確な（undefined）フィールド所有者または不明確な（undefined）レコード所有者
を有することもできる。
【００４２】
　幾つかの実施態様は、各データ要素についての情報をさらに含むことができる。たとえ
ば、データメンテナンスシステムは各要素の時間的な状態についての情報を保持すること
ができる。そのシステムは、データデスティネーション内の要素がデータソースによって
最後に修正された時刻を記録することができる。同様に、そのシステムは元のデータソー
スの要素がそのデータソース内にて最後に修正された時刻を記録することができる。
【００４３】
　データマッピング
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　データメンテナンスシステムにデータを提供する各ソースに対して、ソースにおけるど
のデータ要素がデスティネーションにおけるどのデータ要素に対応するかを特定するメカ
ニズムがある。データデスティネーションを実現するデータストレージシステムは、所与
のソースがデータを格納する配列とは通常異なる特別の配列にてデータを格納する。さら
に、上述したように、完全なデータのセットは、しばしば多数のデータソースから来てい
る。データセットの所与の特徴を記述するいくつかのデータは一つのソース内に存在し、
その同一のデータセットの異なる特徴を記述するいくつかのデータは別のソース内に存在
し得る。これらの異なる各ソースのそれぞれは、それら自身のデータ配列の方法を有する
。
【００４４】
　データマネージャ１００は、図３に示されているように、データソース内の各データの
要素をデータデスティネーション１２０内の対応する要素にマッピングすることができる
。これを達成するために、各データソース３３０は、それに関連したメンテナンス計画の
構成要素として、関連付けられ且つ格納されたマッピング１１２を有する。マッピング１
１２もメンテナンス計画規則３１０も、データマネージャ１００の実行部３００によって
使用される。ソース要素３３４ａ、３３４ｂがデータデスティネーションに含まれるよう
に準備されると、格納されたマッピング１１２は、各要素がそのデータデスティネーショ
ン内のどこに配置されるべきであるかについての指図（案内）をマネージャ１００に提供
する。同様に、要素がより古い要素の新しいバージョンであれば、マッピング１１２は、
どの古い要素が削除されて新しいバージョンによって置換されるのかについての指図（案
内）を提供する。
【００４５】
　一般に、マッピング１１２は、データソース３３０内のソースレコード３３２、３３２
ａ、３３２ｂと、データデスティネーション内のこれらに対応するレコード３２２、３２
２ａ、３２２ｂと、を特定する。しばしば、ソースレコード３３２内の各要素は、データ
デスティネーション内の対応する目標レコード３２２内に置かれる。代替として、データ
ソース３３０内のデータの配列に依存してソースレコード３３２ａ内の要素の一部は一つ
の目標レコード３２２ａ内に置かれ、ソースレコード３３２ａの他の要素の一部は別の目
標レコード３２２ｂ内に置かれる。さらに、ソースレコード３３２の要素のすべてが目標
レコード３２２にマップされる必要はない。
【００４６】
　また、目標レコードは多数のデータソースからの要素を含むことがある。ある要素３２
４ａ、３２４ｂの起源は一つのソースであり、また、少なくとも一つの他の要素３２４ｃ
の起源は別のソースであることができる。一般に、データデスティネーションは多数のソ
ースを特定する記述子を有する。レコード所有者３２８は、目標レコードが始めてデータ
デスティネーション内に生成されたときに目標レコードに含まれていた元々のデータ要素
を提供したデータソースを示すことができる。レコードは不明確なレコード所有者を有す
る場合がある。幾つかの実施態様において、データソースがそのレコード所有者であると
考慮されるか否かは配置規則によって制御される。また、これらの元々のデータ要素のフ
ィールド所有者３２６ａ、３２６ｂは、その元々のデータソースに対応することができる
。仮に、要素３２４ｃの起源が別のソースであるならば、対応するフィールド所有者３２
６ｃはその別のソースを示すことができる。随意に、別のソースに関連するマッピングは
、その要素を含むレコード自身がデータデスティネーション内に存在せず、むしろその要
素のサブセットのみがデータデスティネーションに存在するであろうことを示すことがで
きる。さらに、要素３２４ａ、３２４ｂ、３２４ｃの一つ以上は、レコードを一意的に特
定することができ、そのレコード所有者に等しいフィールド所有者が割当てられるべきで
ある。
【００４７】
　データマネージャ１００は、所有者情報を用いて所与の要素がこの所与の要素を変更し
ようとするインポーティングデータソースによって（たとえば、所有者情報をそのインポ
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ーティングデータソースの身元（アイデンティティ、identity）と比較することによって
）追加、削除または更新されるべきか否かを評価する。従って、これらの評価を行うため
に、所有者情報及びインポーティングデータソースの身元は入力として実行部３００によ
って受け取られる。
【００４８】
　データ規則及び処理
　データソース３３０に関連したメンテナンス計画１１０の他の構成要素は、規則３１０
のセットである。これらの規則は、処理中のデータを変更して、そのデータをデータデス
ティネーションにロードするのに適切な状態にする。図４に示したように、各規則は、規
則が影響するデータ要素の特徴により、変換規則１１４、検証規則（validation rules）
１１６及び配置規則１１８のセットに属する。データマネージャ１００は、入ってくるデ
ータに実行部３００を通して指示を与える。その実行部３００は、各規則のセットに従っ
て逐次的に作動を行う。変換規則実行部４０４は、入ってくるデータ４０２を入力として
取り込み、変換済データを出力として提供する。次に、検証規則実行部４０６は、変換済
データを入力として取り込み、検証済データを出力として提供するとともに、無効データ
に遭遇した場合には、エラー通知をユーザインターフェース１４０に提供する。最後に、
配置規則実行部４０８は、検証済データ、そのデータのソースと関連するマッピング１１
２、及び、入ってくるデータ要素に関係するレコード及びフィールド所有者記述子４１２
を入力として取り込む。実行部４０４、４０６、４０８の夫々は、処理すべき対応する規
則がない場合にはいかなる動作をも実行することなくデータが通過できるという点で随意
（optional）なものである。また、実行部４０４、４０６、４０８の順序は他の実施態様
では異ならせることができる。たとえば、状況によっては、ユーザの決定が配置規則１１
８の一つによって要求されていれば、配置規則実行部４０８は、ユーザインターフェース
１４０に出力を提供し且つそのユーザインターフェースから入力を受け取ることができる
。この実行部４０８は、データが最終的にデータデスティネーション１２０に含まれるよ
うに完全に処理されたデータ４１０を出力する。
【００４９】
　変換規則
　要素を配列する際の上述の相違に加えて、所与のデータソースは特別なフォーマットに
て個々の要素を格納することができ、その一方、データデスティネーションは同一の要素
を異なるフォーマットにて格納することができる。データマネージャ１００は、処理を行
いながら、この要素を第１のフォーマットから第２のフォーマットへ自動的に変換するこ
とができる。たとえば、データソースは総て大文字の文字列を格納することができ、一方
、データデスティネーションは理論上総て小文字の文字列を格納する。データマネージャ
１００は、変換規則を適用してこれらの自動的変換を実行する。変換規則は、一つの特定
のソースからの一つの特定の要素に適用でき、或いは、様々なソースからの様々な要素に
も適用できる。
【００５０】
　検証規則
　このメカニズムは、また、データ要素が、データデスティネーションに含ませるのに適
切であるか否かを判別する。あるデータは、意味があるためには、あるフォーマットであ
って或いはある範囲内にあることを必要とする。たとえば、暦の日付を表わすデータ要素
は、月、日、年に対応する構成要素を有しなければならず、また、月は１－１２の範囲内
、日はたとえば１－３１の範囲内でなければならない。データマネージャ１００は、検証
規則を処理中の各要素に適用し、その要素がそのコンテクスト（前後関係、文脈）におい
て有効な形式であるか否かを判別する。検証規則は、一つの特定のソースからの一つの特
定の要素に適用でき、或いは、様々なソースからの様々な要素にも適用できる。
【００５１】
　配置規則及びソース管理
　時間に伴って、データソースの構成は大いに（significant fashion）変化し得る。当
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然のことながら、要素は時間と共に変化することが予期されている。さらに、要素は追加
及び削除される。各ケースは、データソースのコンテクストに依り、データソース内での
異なった成り行きに対応する。データソースの要素がデータストレージシステム内に含ま
れる要素に対して単純に変化した場合には、その要素に関連した現実の情報もまた変化し
た可能性が高く、従って、その要素は単純にそれに応じて更新されている。しかしながら
、多数のデータソースが同一のデータのセットに寄与しているときは、この特定のデータ
ソースはデータデスティネーション内で現在表わされているよりも古いバージョンのデー
タを表わすかもしれない。
【００５２】
　さらに、データ要素が関係するデータがもはや存在せず、よって、その要素が意図的に
削除されているとの理由から、そのデータ要素が見つからない場合がある。或いは、その
データ要素が異なるデータソースによって寄与された、もしくは、データ要素が異なるデ
ータソースに移送されてしまったかも知れない。または、そのデータ要素はこのデータソ
ースに依然として存在するが、なにか別の身元（identity）の下にある場合もある。
【００５３】
　同様に、データ要素の追加は、要素の削除に関係したシナリオの一つと同等であるシナ
リオを表わし得る。その追加された要素はデータについての新しい情報であることもあり
、或いは、その追加された要素は新しい場所でまたは新しい身元（identity）の下で今現
在存在する現存のデータの一部であることもある。
【００５４】
　データマネージャ１００は配置規則を用いてデータソースの構成におけるこれらのタイ
プの総ての変更を取り扱うことができる。各規則は特定の変更を取り扱う。ある規則は予
め定められた動作、たとえばデータストレージシステムから一つの要素を削除する動作、
を自動的に開始することができる。或いは、ある規則は、ユーザによるさらなる意思決定
を促すことができる。その際、配置規則は自動的に取り扱われ得るシナリオとユーザから
の入力を受け取るシナリオとを区別する。
【００５５】
　また、配置規則は、多数のデータソース間の優先衝突（priority conflict）を取り扱
うことができる。特に、ある配置規則は、適切な一連の動作を決定するために所与の要素
の所有者を頼りにする。所有権情報が配置規則により用いられているときには、要素の所
有権に従って、配置規則によって許される場合にデータデスティネーション内の特定の要
素を更新または削除するためにデータソースのみが使用される。たとえば、幾つかの場合
において、要素が更新を実行する際に使用されるべきであれば、データソースはその要素
の所有者として定義されなければならない。そのデータソースが所有者でなければ、デー
タマネージャ１００はその要素に関連付けられた配置規則を適用して正しい一連の動作を
取る。その規則は、その要素が更新されるべきでないことを示してもよい。代替として、
その規則は、このデータソースにはその要素の新しい所有者を割当てるべきであることを
指示し、その結果、その更新が進行する。他のタイプの規則は、フィールド所有者が不明
確であるならば、たとえそのデータソースがそのフィールド所有者でない場合であっても
、そのデータソースを用いてそのフィールドを更新することを指示する。
【００５６】
　また、配置規則は要素所有権の変更を開始することができる。たとえば、データソース
が所定の時間後に要素の修正にもはや使用されないであろう場合、配置規則は、その要素
の所有者が他のデータソースに設定されるべきである、或いは、他のデータソースが所有
権を主張するようにその要素の所有者を不明確のままにしておくことを指示することがで
きる。
【００５７】
　配置規則は、一つの特定のソースからの一つの特定の要素に適用でき、或いは、様々な
ソースからの様々な要素にも適用できる。
【００５８】
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　メンテナンス計画の設立
　データストレージシステムは所与のデータソースに関連した所与のメンテナンス計画を
生成するメカニズムを有する。図５はこの機能性を提供するシステムの部分の一例を示す
。ユーザ５４２はユーザインターフェース５４０にアクセスして計画を生成する。このユ
ーザはデータマネージャ１００を操作するユーザ１４２と同一であることができる。同様
に、そのユーザはインターフェース５４０は、データマネージャ１００と相互に作用する
ように用いられるユーザインターフェース１４０の構成要素でもあり得る。
【００５９】
　ユーザインターフェース５４０は、変換規則１１４、検証規則１１６及び配置規則１１
８、並びにマッピング１１２を定義するために使用される。これらは、共に、メンテナン
ス計画１１０を備え、そのメンテナンス計画１１０は、存在しているメンテナンス計画１
１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃと共に永続記憶装置（persistent　storage）１５０内に置
かれる。メンテナンス計画１１０は、テンプレートストレージ５５０内のデータストレー
ジシステムに提供されている幾つかのメンテナンス計画テンプレート５１０ａ、５１０ｂ
、５１０ｃの一つに随意に基づくことができる。これらのテンプレートはデータソースフ
ァイルのフォーマットの共通の形式に対応する。代替として、メンテナンス計画１１０は
ユーザインターフェース５４０内で新たに生成されることができる。
【００６０】
　作動例
　データマネージャの作動シーケンスの可能性のある一つが、図６Ａ－図６Ｃに示されて
いる。図６Ａを参照すると、ステップ６０１では、処理されるべきデータソースが特定（
識別、identify）される。ステップ６０３では、マネージャは、このソースが既存のメン
テナンス計画を有するか否かを判定する。もし、既存のメンテナンス計画がなければ、ス
テップ６０５にてマネージャは計画が生成されるまで動作を遅延する。もしメンテナンス
計画があれば、ステップ６０７にてマネージャはそのメンテナンス計画を永続記憶装置か
ら獲得する。ステップ６０９において、マネージャは、データソース内のデータを獲得す
るのに使用するエクストラクタ（抽出子、extractor）を特定する。このエクストラクタ
は、メンテナンス計画により、または、他のメカニズムにより、規定される。ステップ６
１１において、マネージャはそのエクストラクタからデータソースを受け取る。ステップ
６１３において、マネージャはそのメンテナンス計画からのマッピングを用いてデータソ
ース内のどのレコードがデータデスティネーション内のどのレコードに関係するかを決定
する。ステップ６１５において、データソース及びメンテナンス計画に従って、データデ
スティネーション内において各関連するレコードが追加または更新される。ステップ６１
５は、一つのレコードに対応する一つの反復を伴いながら、多数の反復として発生し得る
。ステップ６１７では、データソース及びメンテナンス計画によって命令されるのであれ
ば、データデスティネーション内のレコードは削除のために特定される。このステップも
また多数回の反復される形式で発生し得る。次に、ステップ６１９において、たとえば、
ステップ６１５において、変更されたデータがロードされていなければ（たとえば、操作
されているレコードがキャッシュドコピーまたは一時的コピーであれば）、マネージャは
、その変更されたデータをデータデスティネーション内にロードするために使用されるべ
きローダを随意に特定する。ローダは、メンテナンス計画または他のメカニズムによって
規定される。最後に、ステップ６２１において、追加、更新または削除されたレコードが
データデスティネーションにおいて更新される。
【００６１】
　図６Ｂは、ステップ６１５の反復６１５ａについての詳細な例、即ち、データデスティ
ネーションにおいてレコードを追加する或いはレコードを更新する処理を示す。ステップ
６３１において、マネージャは、データソースがデータデスティネーション内のレコード
に対応する可能性のあるレコードを有するか否かを判別するためのマッピングを用いてレ
コードを探すためにデータソースをチェックする。ステップ６３３において、マネージャ
は検証規則及び変換規則をそのレコードの内容に適用する。ステップ６３５では、マネー
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ジャは、メンテナンス計画内のマッピングに基づいて、データデスティネーションがこの
ソースレコードに対応するレコードを有するか否かを判別する。データデスティネーショ
ンが対応するレコードを有しないときには、マネージャはステップ６３７にて新しいレコ
ードを生成する。幾つかの場合には、マネージャはステップ６３７にてレコード所有者と
して設定されるこのデータソースとともに新しいレコードを生成する。幾つかの場合にお
いて、そのレコード所有者は不明確となるか、または、別のデータソースがレコード所有
者として設定されるであろう。マッピングは、レコードは既に存在すべきであるが、レコ
ード所有者として異なるソースを有し、従って、マネージャはその異なるソースをレコー
ド所有者のままにしておく選択を有することを指示する場合もある。ステップ６３９にお
いて、マネージャは、フィールド所有者として設定されたデータソースとともに、そのデ
ータソースレコード内の第１のフィールドに基いてそのレコードの第１のフィールドを生
成する。ステップ６４１では、マネージャはソースレコード内に次のフィールドがあるか
否かを調べる。これは新しく生成されたデスティネーションレコードであるので、ステッ
プ６４３においてマネージャはデータデスティネーションには対応するフィールドはない
と決定する。このレコードに対して総てのフィールドが生成されるまで、作動シーケンス
はステップ６３９に戻る。また、フィールドが存在すべきであるが、データがマネージャ
によって未だ獲得されていないことをマッピングが示すならば、マネージャは、プレース
ホルダ（placeholder）フィールドを生成することができる。
【００６２】
　ステップ６３５において、データデスティネーション内に対応するレコードがあるとマ
ネージャは判別したときには、マネージャはステップ６４１にてソースレコード内のフィ
ールドを処理のために特定する。ステップ６４３において、マネージャはデスティネーシ
ョンレコード内に対応するフィールドがあるか否かを判別する。対応するレコードがない
場合、マネージャはあたかもレコードが新しい場合と類似の手続を行い、即ち、そのフィ
ールド所有者としてのこのデータソースを伴う新しいフィールドを生成し、そのソースフ
ィールドの内容を含む。ステップ６４３において、マネージャが、データデスティネーシ
ョン内に対応するフィールドがあると判別する場合、そのマネージャはステップ６４５に
おいて関連するレコード所有者及びフィールド所有者を回収する。ステップ６４７におい
て、マネージャは、このデータソースがフィールド所有者であるか否か、または、そのフ
ィールド所有者が現時点において不明確であるか否かを確かめる。もしそうであれば、ス
テップ６４９にて、マネージャはそのフィールドの内容をそのソースからのデータに置換
し、ステップ６４１に戻る。しかしながら、そのデータソースがそのフィールド所有者で
なければ、マネージャの幾つかの実行は、ステップ６５１にて、そのデータソースがその
レコード所有者か否かを確かめる。もしそうであれば、ステップ６５３にて、マネージャ
はフィールド所有者をこのデータソースに更新する。この状況において、レコード所有者
はこのフィールドの所有者を推定上支配し（引き継ぎ）、それに応じて、このフィールド
所有者を自分自身のデータをもって更新する。データソースは、また、不明確なレコード
所有者を有するレコードの所有権を主張していることもある。次に、マネージャはステッ
プ６４９にて、フィールド内容を置換する。しかしながら、このデータソースが、レコー
ド所有者でもフィールド所有者でもなければ、マネージャはステップ６５５にて配置規則
を適用してどのような操作を更に行うかを決定する。加えて、幾つかの実施態様において
、マネージャはレコード所有者を用いずにフィールドの内容を更新する。このような実施
態様において、データソースがフィールド所有者でなければ、マネージャは、ステップ６
５１を飛ばしてステップ６５５にて配置規則を適用する。配置規則の適用は、ユーザイン
ターフェースを介してユーザの決定を尋ねることを含む他の多くのサブステップを要求す
ることができる。多数のデータソースの間の優先衝突を取扱うために、配置規則は、また
、既存のフィールド所有者とフィールドを更新するときの現在のデータソースと間の相対
的優先度を比較するために使用され得る。ステップ６５７において、マネージャは配置規
則に従って、適切な動作を行う。もし、その規則が、このデータソースがフィールドの修
正をおこなうことを許可するのであれば、マネージャはステップ６５３にてフィールド所
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有者を更新し、ステップ６４９にてフィールドの内容を置換する。このデータソースに対
して定義された特定の配置規則、または、マネージャの構成に依存して、幾つかの実施態
様は、フィールド所有者を変更することを差し控え、あるいは代替として、そのレコード
所有者を更新する。もし、配置規則が、このデータソースがフィールドの修正をおこなう
ことを許可しないのであれば、ステップ６５９においてマネージャはフィールドを更新す
る際の動作を行わずにステップ６４１に戻る。ステップ６５９は、エラーメッセージまた
はエラーログエントリを随意に含むことができる。
【００６３】
　図６Ｃは、ステップ６１７の反復６１７ａについての詳細な例、即ち、データデスティ
ネーションにおけるレコードまたはフィールドの削除の処理を示す。ステップ６７１にお
いて、マネージャは、データデスティネーションが、データソースから潜在的に行方不明
となっているレコードまたはフィールドに対応するレコードまたはフィールドを有するか
否かを判別するためのマッピングを用いてレコードを探すためにデータデスティネーショ
ンをチェックする。ステップ６７３において、マネージャは、データデスティネーション
内に存在する所与のレコードがデータソースにも存在するか否かを判別する。もし、そう
でなければ、ステップ６７５において、マネージャはレコード所有者を確認する。もし、
このデータソースがレコード所有者であれば、ステップ６７７にて、そのレコードはデー
タデスティネーションにおける削除の候補となる。たとえば、これは、レコードはデータ
ソース内に存在していたが、最近削除されたことを示し、従って、データデスティネーシ
ョンはそれに応じて更新されるべきであることを示す。もし、このデータソースがレコー
ド所有者でなければ、ステップ６７９にてレコードは削除されない。たとえば、これは、
レコードがこのレコードの所有者である他のデータソース内に依然として存在しているこ
とを示す。
【００６４】
　ステップ６７３において、マネージャが、データデスティネーション内のレコードがデ
ータソース内において対応するレコードを有していたと判別した場合、マネージャはステ
ップ６８１においてデスティネーションレコード内のフィールドを特定し且つアクセスす
る。ステップ６８３においては、マネージャは、データソース内に対応するフィールドが
あるか否かを判別する。もし、そうであれば、マネージャはステップ６８５にてデスティ
ネーションフィールド上の動作を延期する。しかしながら、マネージャが、デスティネー
ションフィールドに対応するソースフィールドがないと判別した場合、マネージャはステ
ップ６８７にてフィールド所有者を確認する。もし、このデータソースがデスティネーシ
ョン要素のフィールド所有者として指定されていれば、そのフィールドはデータソースに
存在していないけれども、マネージャはステップ６８９にてフィールド所有者としてのこ
のデータソースを削除する。フィールド所有者のセットがない場合、システムは、後に、
このフィールドの内容を削除でき、或いは、他のデータソースが後にこのフィールドの所
有権を主張するとともにそのフィールドの内容を更新することができる。このデータソー
スがそのフィールド所有者でなければ、マネージャはステップ６８５にてそのフィールド
上の動作を延期する。
【００６５】
　典型的な実施例
　上述したデータメンテナンスのアプローチは、コンピュータ上で実行されるソフトウェ
アを用いて実現され得る。たとえば、そのソフトウェアは、一つ以上のプログラムされた
またはプログラム可能なコンピュータシステム（分散型、クライアント／サーバ型、また
は、グリッド型等の種々アーキテクチャ型である）上で実行される一つ以上のコンピュー
タプログラムにおける手続を形成する。その各コンピュータシステムは、少なくとも一つ
のプロセッサ、少なくとも一つの記憶システム（揮発性メモリ、及び不揮発性メモリ、及
びまたは記憶素子を含む。）、少なくとも一つの入力装置またはポート、及び、少なくと
も一つの出力装置またはポートを含む。そのソフトウェアは、たとえば、計算グラフの設
計及び構成に関係した他のサービスを提供するより大きなプログラムの１つ以上のモジュ
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たデータ構造、または、データ貯蔵庫（保管所）に格納されたデータモデルに合致する他
の系統的なデータとして実現され得る。
【００６６】
　そのソフトウェアは、汎用または専用のプログラマブルコンピュータによって読み出し
可能なＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体上に提供され、或いは、そのソフトウェアが実行される
コンピュータにネットワークの通信媒体を用いて（伝播信号に符号化されて）配信される
。すべての機能は、専用のコンピュータ上で、または、コプロセッサのような専用ハード
ウェアを用いて実行され得る。ソフトウェアは、ソフトウェアによって特定された異なる
計算の部分が異なるコンピュータによって実行されるという分散方式によって実行され得
る。好ましくは、上述の各コンピュータプログラムは、汎用または専用プログラマブルコ
ンピュータによって読み出し可能な記憶媒体またはデバイス（たとえば、固体メモリまた
は媒体、もしくは磁気的または光学的媒体）に格納され或いはダウンロードされ、記憶媒
体またはデバイスがコンピュータシステムによって読み出されて上述した手順を実行する
ときに、コンピュータを構築及び動作させる。また、本発明のシステムは、コンピュータ
プログラムとともに構築されたコンピュータ読み出し可能記憶媒体として実現されること
が考えられる。ここで、そのように構築された記憶媒体は、上述の機能を実行するために
特別且つ予め定義された様式でコンピュータシステムを作動させる。
【００６７】
　多くの本発明の実施例を記載した。しかしながら、本発明の精神及び範囲から逸脱する
ことなく多種の変更がなされ得ることが理解されよう。たとえば上述のいくつかのステッ
プは、順序が独立であり、従って上述の順序と異なる順序で実行され得る。
【００６８】
　上述の記述は説明のためであり、添付された本発明の特許請求の範囲によって定義され
る発明の範囲を限定する意図はないことが理解されるべきである。たとえば、上述の機能
ステップの多くは、全体の処理に実質的に影響を及ぼすことなく異なる順序で実行され得
る。他の実施例は特許請求の範囲の請求項の範囲内にある。
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【図６Ｂ】 【図６Ｃ】
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